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広域計第 号 

平成２８年１０月７日 

○○○○株式会社 

代表取締役社長 ○○ ○○ 殿 

電力広域的運営推進機関 

理事長 金本 良嗣 

 

東北東京間連系線に係る広域系統整備に要する費用の 

費用負担割合の案について（通知） 

 

本機関は、平成２７年４月に東北東京間連系線（以下、「本連系線」といいます。）を活

用して広域的取引の拡大を希望する電気供給事業者から、本連系線の広域系統整備に関

する提起を受け、また、送配電等業務指針に規定される広域的取引の環境整備に関する

検討開始要件においても、長期計画の空容量において開始要件に適合している状況を確

認しました。このような状況を踏まえ、平成２７年４月より本連系線の増強に係る検討

を開始し、本連系線の増強ニーズを探索すべく本連系線の利用を拡大しようとする電気

供給事業者の募集を実施するとともに、増強対策案の具体的な検討を進めてまいりまし

た。 

今般、本機関は、送配電等業務指針第４７条第３項の規定に基づき、本連系線に係る

広域系統整備に要する費用の費用負担割合の案（以下、「本費用負担割合の案」といいま

す。）を決定したことから、同規定に基づき下記のとおり通知いたします。 

本通知内容への同意の可否について、その旨を書面にてご回答頂きますよう宜しくお

願い申し上げます。 
 

記 

 

１．本費用負担割合の案 

別紙１「本費用負担割合の案」のとおり 

２．同意の意思確認 

本費用負担割合の案への書面による同意をされる場合は、添付の様式（別紙２）

にて提出をお願いいたします。なお、通知内容に不服がある場合は、その内容及び理

由を添えて回答願います。 

３．回答希望日 

平成２８年１１月２日（水） 

 

別紙１：本費用負担割合の案 

別紙２：回答様式 

以上 

【本件問合せ先】 

電力広域的運営推進機関 計画部 伊藤、竹下 

ＴＥＬ：０３－６６３２－０９０３ 

e-mail：ito-h@occto.or.jp（伊藤） 

takeshita-m@occto.or.jp（竹下）  

tel:03-6632-0903


別紙１ 

 

本費用負担割合の案 

 

東北東京間連系線に係る広域系統整備（以下、「本広域系統整備」という。）に要する費用の費用

負担割合の案は、以下のとおりとする1。 

 

１．費用負担の範囲及び費用負担者 

 

本広域系統整備に要する増強費用の費用負担の範囲及び費用負担者については、本広域系統整

備の受益者の受益の程度に応じ、以下のとおりとする。 

【区間 1：地域間連系線】 

 拡大した運用容量の応募電源利用分他（設備更新受益の評価における特定負担分含む）

については、提起者及び応募者の特定負担とする。・・・区分Ⅰ 

 拡大した運用容量の空容量相当部分については、東京エリアの一般負担2とする。・・・ 

区分Ⅱ 

 常磐幹線南側ルート断故障及び相馬双葉幹線ルート断故障に関する出力抑制回避の受益

については、東北エリアの一般負担とする。・・・区分Ⅲ 

 相馬双葉幹線ルート断故障に関する停電回避の受益については、東京エリアの一般負担

とする。・・・区分Ⅳ 

 設備更新による受益については、設備を更新することで受益が認められるエリアの一般

負担とする。・・・区分Ⅴ 

【区間 2：地内基幹系統】 

 東北エリアの一般負担とする。・・・区分Ⅵ 

【その他】 

 エリア全体の電力系統の安定性を確保する対策は、当該エリアの一般負担とする。・・・

区分Ⅶ 

 注 1 土地費の全額及び地役権設定の半額は、託送供給等約款に基づき設備を所有する会社の負担とす
る。区間１における当該費用は区分Ｖに含める。 

 注 2  既設送電線の電磁誘導対策費は、既設送電線を所有する会社の負担とする。区間１における当該費
用は区分Ｖに含める。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 本紙における用語の定義は以下のとおりとする。 

・「エリア」とは、各一般送配電事業者の供給区域又は一般送配電事業者を指す。 

 
2 事業者間精算制度において、中西地域が受電した場合に適切な精算方法で初期費用を回収できることが

前提である。 

 



【具体的な費用負担の対象工事】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【費用負担者】 

区間 区分 受 益 費用負担者 

区間 1 

Ⅰ 運用容量拡大（応募電源利用分）他 提起者及び応募者の特定負担 

Ⅱ 運用容量拡大（空容量相当） 東京エリアの一般負担 

Ⅲ 供給信頼度等向上（出力抑制回避） 東北エリアの一般負担 

Ⅳ 供給信頼度等向上（停電回避） 東京エリアの一般負担 

Ⅴ 設備更新他※ 当該エリアの一般負担（東北、東京） 

区間 2 Ⅵ 広範囲の裨益（地内基幹系統） 東北エリアの一般負担 

その他 Ⅶ 
供給信頼度等向上 

（エリア全体の安定供給対策） 
当該エリアの一般負担（東北、東京） 

※ 区間 1の用地取得等（土地費の全額、地役権設定の半額及び既設送電線の電磁誘導対策費）を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

区間 工事区分 番号 

区間 2 

500kV 送電線 

引出増設 

⑥ 

500kV 送電線新設 
②④ 

 
⑤（①の送電線引出分

除く） 

区間 1 

 ⑤（①の送電線引出分） 

500kV 送電線新設 
①③ 

その他 

調相設備整備、給電シ

ステム改修、系統安定

化システム整備 

 

発電所

変電所

開閉所

500kV送電線

275kV送電線

黒：既設

青：対策箇所（区間１）

緑：対策箇所（区間２）

500kV 開閉所新設 ①

②

③

④

区間２

区間1

⑤

常磐幹線南側

相馬双葉幹線

⑥

宮城(変)

宮城中央(変)

西仙台(変)

常磐幹線北側（仮）Ｍ北幹線

（仮）Ｍ開閉所

（仮）Ｍ南幹線

相馬双葉幹線接続変更

新福島（変）

南いわき（開）

川内線
福島幹線山線

南相馬（変）

新いわき（開）



２．特定負担の算定方法（区分Ⅰ 運用容量拡大（応募電源利用分）他） 

（１）基本的な考え方 

 費用負担ガイドラインに基づき、基幹系統は原則一般負担とする。 

 ただし、区間１については、地域間連系線であり、「特定の電源からの送電のみを目的と

して運用される部分」があるため、基幹系統の例外として、特定負担と一般負担間の割

合を、費用負担ガイドラインで定められている「供給信頼度等向上の受益」 や「既設設

備の更新受益」 の評価（設備毎に最も支配的な受益で評価）により算定する。 

 「供給信頼度等向上の受益評価」における出力抑制回避、停電回避の受益は、増強する

地域間連系線に並行する既設送電線故障時の影響から地域間連系線 2 ルート化による受

益を評価する。 

 「供給信頼度等向上の受益評価」においては、拡大した運用容量相当部分の内、応募電

源が希望する運用容量を確保するため付帯的に生じた空容量部分については、基幹系統

の原則のとおり一般負担とし、電力取引拡大希望量に相当する部分を特定負担とする。 

 各電気供給事業者（提起者及び応募者）は、電力取引拡大希望量に応じて特定負担額合

計を按分した額を負担する。 

 なお、土地費の全額及び地役権設定の半額は託送供給等約款に基づき、設備を所有する

会社の負担、送電線新設区間に並行する通信線以外の電磁誘導対策費は既設送電線を所

有する会社の負担として算定する。 

 

（２）算定方法 

A) 供給信頼度等向上の受益評価 

 区間１の増強設備に対して、複数の既設設備※１に供給信頼度等向上の受益があることか

ら、既設区間ごとに「運用容量拡大の受益の割合」を評価※2し、これに既設区間に対応

した増強費用※3を乗じたものを合計し、運用容量拡大の受益を求める。 

○運用容量拡大の受益 

＝ Σ（既設区間ごとの｢運用容量拡大の受益の割合｣×既設区間に対応した増強費用） 

※1 対象となる既設設備 常磐幹線南側、相馬双葉幹線、川内線 

※2 既設区間ごとの「運用容量拡大の受益の割合」＝A/（A+B+C） 

A：増強により拡大した運用容量 

B：当該区間の既設送配電線 2 回線故障時（N-2）おける既設発電設備の出力 

  抑制の回避が可能となる発電設備の容量 

C： N－2 における停電の回避が可能となる需要の量 

※3 既設区間に対応した増強費用＝区間 1 の増強費用×（既設区間のこう長/既設送電線こう長合計）  

（区間１の増強費用には、用地取得等（土地費の全額、地役権設定の半額及び既設送電線の電磁誘導対策費）を

含まない。） 

 

 運用容量拡大の受益を電力取引拡大希望量合計と拡大した運用容量の比率で按分したも

のを、当該受益評価における特定負担額とする。 

○供給信頼度等向上の受益評価における特定負担額 

＝ 運用容量拡大の受益×電力取引拡大希望量合計／拡大した運用容量 

 

 



B) 設備更新の受益評価 

 供給信頼度等向上の受益に比べ、設備更新の受益が大きい設備※1については、増強に要した

費用※２から、既設設備を更新することの受益※２,３を差し引いたものを設備毎に合計し、

当該受益評価における特定負担額とする。 

○設備更新の受益評価における特定負担額 

＝ 増強に要した費用－既設設備を更新することの受益 

※1  対象となる工事 相馬双葉幹線鉄塔建替・電線張替、福島幹線山線鉄塔建替、4電気所の保護継電装置取替 

※2 増強に要した費用及び当該設備の増強前の送配電等設備費には、用地取得等（土地費の全額、地役権設定の

半額及び既設送電線の電磁誘導対策費）を含まない。 

※3 既設設備を更新することの受益＝当該設備の増強前の送配電等設備費×実際の使用年数/法定耐用年数 

 

 

C) 各電気供給事業者の特定負担額 

 Ａ）供給信頼度等向上の受益評価及びＢ）設備更新の受益評価で算定した特定負担額を

合計し、これを電力取引拡大希望量合計で除したものに、各電気供給事業者の応募量を

乗じた値を各電気供給事業者の特定負担額とする。 

○特定負担額合計 

＝ 供給信頼度等向上の受益評価における特定負担額 

＋設備更新の受益評価における特定負担額 

 ○各電気供給事業者の特定負担額 

     ＝ 特定負担額合計／電力取引拡大希望量合計×各電気供給事業者の応募量 

 

３．一般負担間の割合の算定方法 

（１）基本的な考え方 

 一般負担間の割合の算定は費用負担ガイドラインに準じる。 

 なお、土地費の全額及び地役権設定の半額は託送供給等約款に基づき、設備を所有する

会社の負担、送電線新設区間に並行する通信線以外の電磁誘導対策費は既設送電線を所

有する会社の負担として算定する。 

 

（２）算定方法（区分Ⅱ 運用容量拡大（空容量相当）） 

 ２．（２）．Ａ）供給信頼度等向上の受益評価における「運用容量拡大の受益」から、当該

受益評価における特定負担額を減じた額を、当該区分における一般負担額とする。 

 

（３）算定方法（区分Ⅲ 供給信頼度等向上（出力抑制回避）） 

 区間１の増強設備に対して、既設区間※１ごとに「出力抑制回避の受益の割合」を評価※２

し、これに既設区間に対応した増強費用※３を乗じたものを合計し、当該区分における一

般負担額とする。 

○出力抑制回避の受益 

＝ Σ（既設区間ごとの｢出力抑制回避の受益の割合｣×既設区間に対応した増強費用） 

※1 対象となる既設設備 常磐幹線南側、相馬双葉幹線、川内線 

※2 既設区間ごとの「出力抑制回避の受益の割合」＝Ｂ/（A+B+C） 



A：増強により拡大した運用容量 

B：当該区間の既設送配電線 2 回線故障時（N-2）おける既設発電設備の出力 

  抑制の回避が可能となる発電設備の容量 

C： N－2 における停電の回避が可能となる需要の量 

※3 既設区間に対応した増強費用＝区間 1 の増強費用×（既設区間のこう長/既設送電線こう長合計）  

（区間１の増強費用には、用地取得等（土地費の全額、地役権設定の半額及び既設送電線の電磁誘導対策費）を

含まない。） 

 

（４）算定方法（区分Ⅳ 供給信頼度等向上（停電回避）） 

 区間１の増強設備に対して、既設区間※１ごとに「停電回避の受益の割合」を評価※２し、

これに既設区間に対応した増強費用※３を乗じたものを合計し、当該区分における一般負

担額とする。 

○停電回避の受益 

＝ Σ（既設区間ごとの｢停電回避の受益の割合｣×既設区間に対応した増強費用） 

※1 対象となる既設設備 常磐幹線南側、相馬双葉幹線、川内線 

※2 既設区間ごとの受益（停電回避）の割合＝C/（A+B+C） 

A：増強により拡大した運用容量 

B：当該区間の既設送配電線 2 回線故障時（N-2）おける既設発電設備の出力 

  抑制の回避が可能となる発電設備の容量 

C： N－2 における停電の回避が可能となる需要の量 

※3 既設区間に対応した増強費用＝区間 1 の増強費用×（既設区間のこう長/既設送電線こう長合計）  

（区間１の増強費用には、用地取得等（土地費の全額、地役権設定の半額及び既設送電線の電磁誘導対策費）を

含まない。） 

 

（５）算定方法（区分Ⅴ 設備更新他） 

 ２．（２）．Ｂ）設備更新の受益評価における「既設設備を更新することの受益」をエリア

内の設備ごとに合計し、これに区間１の土地費の全額、地役権の半額及び既設送電線の

電磁誘導対策費をエリアごとに加え、当該区分における各エリアの一般負担額とする。 

 

（６）算定方法（区分Ⅵ 広範囲の裨益（地内基幹系統）） 

 区間２の増強費用を当該区分における一般負担額とする。 

 

（７）算定方法（区分Ⅶ 供給信頼度等向上（エリア全体の安定供給対策）） 

 エリア毎の調相設備整備、給電システム改修、系統安定化システム整備に要する費用を

当該区分における各エリアの一般負担額とする。 

 

４．本費用負担割合の案に基づく費用負担の試算額 

本費用負担割合の案に基づく現時点における費用負担の試算額（以下、「本試算額」という。）

は別添「費用負担額の試算」に示す。なお、本試算額は、本費用負担割合の案に従って現時点

における試算の前提となる諸元を基に算定したものであり、費用負担割合の案の同意確認時の

本広域系統整備に関する提起又は応募の取り下げ及び拡大を希望する広域的な電力取引量の減

少により変動するものである。また、東北電力株式会社との間で工事費負担金契約を締結した

後は、当該契約に従うものとする。 

 

 



５．その他 

広域系統整備計画決定後、業務規程第６３条第１項に基づき広域系統整備計画の変更を行う

場合は、費用負担割合の案に対する再度の同意確認を行う。 

以 上 

  



別添 

 

費用負担額の試算 

 

 現時点における費用負担の試算額 

本費用負担割合の案に基づく現時点における費用負担の試算額は、以下のとおりである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※1 区間１の用地取得等（土地費の全額、地役権設定の半額及び既設送電線の電磁誘導対策費）を含む。 

    ※2 消費税等相当額を除く。 

 

 

 試算の前提となる諸元 

・拡大した運用容量 

   東北東京間連系線の拡大した運用容量は 495 万 kW（運用容量は 1,068 万 kW）※１ 

  ・電力取引拡大希望量 

    4,164,100kW（9 社、9 発電所） 

    ・広域系統整備に要する費用 

    1,530 億円（消費税等相当額除く）※２ 

 

   ※1 現時点の電力取引拡大希望量に基づいている。 

    ※2 広域系統整備計画決定後の実施設計及び工事実績等により変動する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区間 区分 受 益

試算額※2

特定負担
一般負担

合計
東北 東京

区間１

Ⅰ
運用容量拡大
（応募電源利用分）他

382億円
（9,170円/kW）

－ － 382億円

Ⅱ
運用容量拡大
（空容量相当）

－ － 72億円 72億円

Ⅲ
供給信頼度等向上
（出力抑制回避）

－ 83億円 － 83億円

Ⅳ
供給信頼度等向上
（停電回避）

－ － 17億円 17億円

Ⅴ 設備更新他※1 － 36億円 15億円 51億円

区間２ Ⅵ
広範囲の裨益
（地内基幹系統）

－

その他 Ⅶ
供給信頼度等向上
（エリア全体の安定供給対策）

－



 試算の詳細 

(１) 工事区分ごとの概算工事費 

 工事区分ごとの概算工事費は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

※1 消費税等相当額を除く。広域系統整備計画決定後の実施設計及び工事実績等により変動する可能性がある。 

※2 用地取得等（土地費の全額、地役権設定の半額及び既設送電線の電磁誘導対策費）を含まない。 

注 端数処理のため、合計は一致しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区間 工事区分 番号 

概算工事費※１ 

一般負担のみ

の対象工事費 

特定負担と一

般負担の按分

対象工事費※２ 

区間 2 

500kV 送電線 

引出増設 
⑥   

500kV 送電線新設 
②   

④   

 
⑤（①の送電線引出

分除く） 
  

区間 1 

 

⑤（①の送電線引出

分） 
  

500kV 送電線新設 
①    

③   

その他 

調相設備整備、給電シ

ステム改修、系統安定

化システム整備 

   

合計   957 億円 572 億円 

500kV 開閉所新設 

発電所

変電所

開閉所

500kV送電線

275kV送電線

黒：既設

青：対策箇所（区間１）

緑：対策箇所（区間２）

①

②

③

④

区間２

区間1

⑤

常磐幹線南側

相馬双葉幹線

⑥

宮城(変)

宮城中央(変)

西仙台(変)

常磐幹線北側（仮）Ｍ北幹線

（仮）Ｍ開閉所

（仮）Ｍ南幹線

相馬双葉幹線接続変更

新福島（変）

南いわき（開）

川内線
福島幹線山線

南相馬（変）

新いわき（開）



(２) 供給信頼度等向上の受益評価（区間１） 

 区間１の供給信頼度等向上の受益評価において、地域間連系線に並行する既設送電線

は、常磐幹線南側、相馬双葉幹線、川内線であり当該送電線ルート故障時の影響の評価

結果は以下のとおり。 

【既設発電設備の出力抑制の回避が可能となる発電設備の容量】 

  

 

 

 

 

【停電の回避が可能となる需要の量】 

 

 

 

 

 

   

 区間１の運用容量拡大の受益、供給信頼度等向上の受益（出力抑制回避、停電回避）の

評価結果は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 特定負担と一般負担の按分対象工事費５７２億円から、設備更新受益評価対象工事費２１億円（詳細は次項（３）） 

を差し引いたもの。 

※2 ③＝①×② 

※3 ⑦＝③×④／（④＋⑤＋⑥） 

※4 ⑧＝③×⑤／（④＋⑤＋⑥） 

※5 ⑨＝③×⑥／（④＋⑤＋⑥） 

注 端数処理のため合計は一致しない。消費税等相当額を除く。工事費は広域系統整備計画決定後の実施設計及び工事実
績等により変動する可能性がある。 

 

 運用容量拡大の受益の内、特定負担額、一般負担額の試算額は以下のとおり。 

 特定負担額⑩＝⑦の合計×電力取引拡大希望量（４１６．４１万 kW）／④ 

＝３７９億円 

 一般負担額 ＝⑦の合計－⑩＝７２億円 

 

 

 

N-2故障想定
対象送電線

増強前の電源抑制量
［万ｋW］

増強後の電源抑制量
［万ｋW］

出力抑制の回避が可能
となる発電設備［万ｋW］

最大断面 最小断面 最大断面 最小断面 最大断面 最小断面 平均

常磐幹線南側 １４１ ０ ０ ０ １４１ ０ ７０．５

相馬双葉幹線 ４８０ ２２０ ０ ０ ４８０ ２２０ ３５０．０

川内線 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０．０

N-2故障想定
対象送電線

増強前の停電の量
［万ｋW］

増強後の停電の量
［万ｋW］

停電の回避が可能
となる需要［万ｋW］

最大断面 最小断面 最大断面 最小断面 最大断面 最小断面 平均

常磐幹線南側 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０．０

相馬双葉幹線 ２２９ ０ ０ ０ ２２９ ０ １１４．５

川内線 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０．０

N-2故障想定対象送電線

供給信頼度
等受益評価
対象工事費
［億円］②

※１

距離比率按
分工事費
［億円］
③※２

増強により
拡大した運
用容量

［万kW］
④

出力抑制の
回避が可能
となる発電

設備
［万kW］

⑤

停電の回避
が可能とな
る需要
［万kW］

⑥

供給信頼度等向上の受益による
試算額［億円］

線路名 亘長
比率
①

特定負担
と

一般負担

一般負担

運用容量
拡大
⑦※３

既設電源
の

抑制回避
⑧※４

需要の
停電回避
⑨※５

常磐幹線南側 ４４ｋｍ ４４％

５５１

２４２

４９５

０ ０ ２１２ ３０ ０

相馬双葉幹線 ２６ｋｍ ２６％ １４４ ３５０ １１４．５ ７４ ５３ １７

川内線 ３０ｋｍ ３０％ １６４ ７０．５ ０ １６４ ０ ０

区間１合計 － － － － － ４５１ ８３ １７



(３) 設備更新の受益評価（区間１） 

 区間１の設備更新の受益評価結果は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 消費税等相当額を除く。広域系統整備計画決定後の実施設計及び工事実績等により変動する可能性がある。 

※2 各エリアにおける内訳は、東北エリア   百万円、東京エリア     百万円。 

 

(４) 特定負担額と一般負担額の試算結果のまとめ（区間１） 

 区間１の特定負担と一般負担の按分対象工事費における特定負担額と一般負担額の試算

結果をまとめると以下のとおりとなる。 

  

 

 

 

 

※ 消費税等相当額を除く。広域系統整備計画決定後の実施設計及び工事実績等により変動する可能性がある。  

注 端数処理のため合計は一致しない。 

 

(５) 各電気供給事業者における応募量 1ｋＷあたりの特定負担額 

 各電気供給事業者における応募量 1ｋＷあたりの特定負担額の試算結果は以下のとおり。 

（特定負担額合計／電力取引拡大希望量合計） 

=382 億円／4,164,100 kW ≒ 9,170 円／kW（消費税等相当額を除く） 

 

以上

評価受益
対象工事費
［億円］※

特定負担額
［億円］※

一般負担額［億円］※

空容量
既設電源の
抑制回避

需要の
停電回避

設備更新
による受益

供給信頼度等向上 ５５１ ３７９ ７２ ８３ １７ －

設備更新 ２１ ３ － － － １９

区間１合計 ５７２ ３８２ ７２ ８３ １７ １９

受益が想定される対象工事 受益
（太字が支配的な要因）

受益による試算額※１

概要 概算工事費※1 一般負担 特定負担

相馬双葉幹線の鉄塔建替、
電線張替

設備更新による受益

供給信頼度等の向上による受益

福島幹線山線の鉄塔建替
設備更新による受益

供給信頼度等の向上による受益

４電気所の保護継電器取替
設備更新による受益

供給信頼度等の向上による受益

合 計 ２,１３５百万円 設備更新による受益
※２

１,８８２百万円 ２５３百万円



別紙２ 

平成  年  月  日 

 

電力広域的運営推進機関 

理事長 金本 良嗣 あて 

 

 

名称及び代表者の氏名 

          ［印］ 

 

 

東北東京間連系線に係る広域系統整備に要する費用の 

費用負担割合の案について（回答） 

 

平成２８年１０月７日付広域計第 号「東北東京間連系線に係る広域系統整備に要する費用の費用

負担割合の案について（通知）」をもって、貴機関より通知がありました東北東京間連系線に係る広域

系統整備に要する費用の費用負担割合の案について、本書面により同意いたします。 

なお、本広域系統整備により拡大を希望する広域的な電力取引量は、○○○，○○○ｋＷでありま

す。 

また、弊社は、本書面による回答とともに、別添「本費用負担割合の案への書面による同意に係る

誓約事項」に記載の事項を誓約のうえ、貴機関に対し、当該書面（１通）を差し入れすることを申し

添えます。 

 

以 上 

 

  



別添 

平成  年  月  日 

 

電力広域的運営推進機関 

理事長 金本 良嗣  あて 

 

名称及び代表者の氏名 

 ［印］ 

 

 

本費用負担割合の案への書面による同意に係る誓約事項 

 

本費用負担割合の案への書面による同意にあたり、下記に掲げる事項を誓約いたします。 

なお、本紙における用語は平成２８年１０月７日付広域計第 号「東北東京間連系線に係る広

域系統整備に要する費用の費用負担割合の案について（通知）」（以下「本通知」といいます。）及び

これに添付の「本費用負担割合の案」における用語の定義を用いています。 

 

記 

 

(１)送配電等業務指針第４７条第４項に基づく再度の費用負担割合の検討において、本通知に示され

た工事内容及び費用負担割合の基本的な考え方・算定方法に基づき算出された各電気供給事業者

の応募量 1ｋＷあたりの特定負担額が広域系統整備委員会において提示された９，５００円／ｋ

Ｗ以下となる場合は、費用負担割合の案への書面による同意の効果が維持されるものとして取り

扱われることに、異議を申し述べません。なお、東北電力株式会社との間で工事費負担金契約を

締結した後は、当該契約及び東北電力株式会社の託送供給等約款に従って工事完成後に完成した

設備に対する各々の費用負担割合に応じた実費を速やかに精算するものとし、当該契約に基づく

実費精算後の工事費負担金額が９，５００円／ｋＷを超過したとしても、本費用負担割合の案へ

の書面による同意の効果に何らの影響を及ぼすものではないことに、異議を申し述べません。た

だし、貴機関が定める業務規程第６３条第１項に基づき広域系統整備計画を変更する場合におい

ては、この限りではありません。 

(２) 本広域系統整備に係る計画（以下「本計画」といいます。）の決定後、速やかに、東北電力株式会

社との間で、本計画に定められた実施案及び費用負担割合を内容とする工事費負担金契約を締結

いたします。 

(３) 前項に基づき締結する工事費負担金契約は、広域系統整備委員会で議論した以下の内容を含むも

のとします。 

① 工事費負担金の支払方法 

工事費負担金を負担する契約者（以下「工事費負担契約者」という。）は、原則として、

工事着手までに工事費負担金を一括払いしなければならない。ただし、工事費負担契約

者が分割前払いを希望する場合は、東北電力株式会社に申し出の上、工事着手までに工

事費負担金の１０％に相当する額を、平成３１年３月２９日までに残りの工事費負担金

を、分割前払いしなければならない。この際、工事費負担契約者が、平成３１年１月２



９日（以下「債務保証取得期日」という。）までに、金融機関の債務保証又は金融機関の

債務保証に相当する信用補完※を得たことを証する文書を東北電力株式会社に対して示

したときは、当該残りの工事費負担金の支払いについて東北電力株式会社とその分割前

払い方法を協議することができるものとする。 

※当該信用補完は、当該協議において、東北電力株式会社が金融機関の債務保証に相当するものとし

て適当と認めたものに限る。 

② 天変地異が生じた場合の取扱い 

工事費負担契約者は、事前に具体的な内容を想定できなかった事象であって、工事費負

担契約者の本広域系統整備に係る応募電源の事業性の重大な悪化に明白な因果関係があ

る天変地異（大規模自然災害、テロ攻撃及び戦争に限る。）が生じた場合に限り、電力広

域的運営推進機関（以下「広域機関」という。）を通じて、東北電力株式会社に対し、工

事費負担金契約を解約することを申し出ることができる。かかる場合、東北電力株式会

社は、広域系統整備委員会の検討結果を踏まえて、当該解約の申出を取り扱う。 

③ 限定期間内における辞退に基づく解約 

(i) 工事費負担契約者は、工事費負担金契約締結日から平成３１年３月２９日１７時ま

での期間（以下「限定期間」という。）に限り、広域機関を通じて東北電力株式会社

に対して、本広域系統整備に係る工事費負担契約者の応募電源事業（以下「本事業」

という。）を辞退する旨を申し出た場合、「平成２８年１０月７日第１７回広域系統

整備委員会資料１別紙２」に記載の精算方法に従って精算したときは、工事費負担

金契約を解約することができる。 

(ii) 工事費負担契約者が上記①の規定に基づき分割前払いを申し出た場合に、工事費負

担契約者が債務保証取得期日までに金融機関の債務保証又は東北電力株式会社が

適当と認める金融機関の債務保証に相当する信用補完を得ることができず、かつ、

限定期間内に残りの工事費負担金の支払いを行わなかったときは、東北電力株式会

社は、当該工事費負担契約者が限定期間内に本事業を辞退したものとして、工事費

負担金契約を解約することができる。かかる場合、東北電力株式会社は、当該工事

費負担契約者に対し、「平成２８年１０月７日第１７回広域系統整備委員会資料１

別紙２」に従った精算を請求することができる。 

(iii) 他の工事費負担契約者による上記(i)及び(ii)の工事費負担金契約の解約を契機とす

る本連系線に係る広域系統整備計画の変更（広域機関の業務規程第６３条第１項）

時において、工事費負担契約者が再度の費用負担割合の案への同意の意思確認に際

し、本事業を辞退する旨を申し出た場合、「平成２８年１０月７日第１７回広域系

統整備委員会資料１別紙２」に記載の精算方法に従って精算を行うことにより、工

事費負担金契約を解約することができる。 

④ 工事費負担契約者は、限定期間経過後に本事業を辞退する旨を申し出た場合（②に記載

の解約の申し出を除く。）であっても、完成した設備に対する各々の費用負担割合に応じ

た実費を負担するものとする。 

⑤ 工事費負担契約者及び東北電力株式会社は、本連系線にかかる広域系統整備計画が広域

機関の業務規程第６３条第１項に基づき変更された場合、当該変更された広域系統整備

計画の内容に従って、工事費負担金契約を変更するものとする。 

以 上 

 


